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株主総会決議を超過する社外取締役報酬の支払について 

今般、社外取締役に支払った報酬が、株主総会決議によって定められている上限枠を超過していたことが判

明しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．株主総会決議による取締役報酬 （金銭報酬）の上限枠 

当社は 2010 年６月 25 日開催の第 58 回定時株主総会において、取締役の報酬額（ただし、使用人分給与は含

まない。）を年額 280,000 千円以内（うち社外取締役は年額 20,000 千円以内）とする決議をいただいておりま

す。 

２．社外取締役に対して支払った報酬が株主総会決議による上限枠を超過していた事実 

今般、当社は、2021 年６月 23 日開催の取締役会における報酬決議が、上記１．の株主総会決議による社外取

締役の報酬上限枠（年額 20,000千円以内）を超過した内容であったことを把握しました。超過していた期間は、

2021年７月から2022年６月迄であります。 

当社が当該期間に支払った社外取締役の報酬総額 20,940 千円に対し、社外取締役の報酬の上限総額は、

20,000千円であり、上限枠超過額は940千円であります。 

当社が2021年７月から2022年６月までに支払った社外取締役の報酬は次のとおりであります。 

該当期間 支給人員 支給額 上限枠 超過額 

2021年７月から 

2022年６月まで 
３名 20,940千円 20,000千円 940千円 

合 計 ― 20,940千円 20,000千円 940千円 

（注）表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

３．今後の対応 

2021 年６月 23 日開催の取締役会における報酬決議のうち、社外取締役の報酬上限枠を超過する部分は無効で

あるため、社外取締役に対し超過部分について返還請求を行うこととし、当該社外取締役より同意を得ており

ます。また、再発防止のための取締役報酬の決定プロセス及び上限枠の適正な金額設定について、今後検討し

てまいります。 

以 上 


